
【　適用基準　】
（支援法施行令）

津和野町
つ わ の ち ょ う

第１条第５号 7月28日 （ 9月6日 ）

山口
や ま ぐ ち

市
し

（旧
きゅう

　阿東
あ と う

町
ちょう

） 附則第２項第１号 7月28日 （ 8月13日 ）

萩市
は ぎ し

第１条第２号 7月28日 （ 8月5日 ）

平成25年7月26日からの大雨災害に係る
被災者生活再建支援法適用団体一覧

（９月６日（金）１６時００分 現在）

【　該当区域　】

山口県

【　適用日（決定日）　】

島根県


